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2021 年度介護報酬改定における歯科関連の特徴について 

 

全国保険医団体連合会 

地域医療対策部・歯科 

 

※詳細は「医療系介護報酬改定のポイント」「医療系介護報酬 Q＆A」を参照 

１．介護報酬改定全体の概要      

（１）改定率について 

・介護報酬改定率について政府は、「0.70％の引き上げ（うち 0.05％は、COVID-19 の特例的対応と

して今年９月までの時限的措置）」と発表。 

 ・しかし、COVID-19の特例的対応としての 0.05％は今年９月までで終了し、2022年～2023年度に

は波及しないため、「0.65％の引き上げ」＋「今年度のみプラス 0.05％」と言うべき。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症対応のための特例的評価（９月 30 日まで） 

 ・2021 年９月 30 日までの間は、福祉用具貸与を除く全てのサービスについて基本部分の単位数を

1,000分の 1,001に相当する単位数で算定する（＝0.1％の上乗せ）。 

 ・0.1％の上乗せは利用者負担にも反映する。同一種別のサービスについて１カ月分の所定単位数に

0.1％を上乗せするが、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行った結果、上乗せされる単位数が 1

単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。なお、上乗せ分の請求を行わない場合は、

国保連合会から返戻される。 

  ※例えば、月に居宅療養管理指導費（歯科医師）×２、居宅療養管理指導費（歯科衛生士）×４を実

施した場合は、２つの項目の合計に 0.1％をかけて上乗せ分として請求。 

 

（３）LIFE（科学的介護情報システム）へのデータ提出と活用 

・2018年改定では通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム（VISIT）によるデータ提出・

活用を評価したリハビリテーションマネジメント加算（Ⅳ）が新設され、2020年には高齢者の状態

やケアの内容等データ収集システム（CHASE）の運用が始まった。2021年改定では、VISIT 及び

CHASE を合わせた一体的な運用が開始。 

 ・VISIT・CHASE による一体的なデータ提出は、科学的介護情報システム（LIFE ＝ライフ）と総

称され、LIFE によるデータ提出・活用が要件とされる加算は、訪問リハ、通所リハ、通所介護、

特定施設、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小多機、看多機、特養、老健、介

護医療院など 14 サービスにおいて、科学的介護推進加算やリハビリテーションマネジメント加算

など 23種類に設定された。 

  ※歯科関連の施設系サービスでは、口腔衛生管理加算（Ⅱ）、口腔機能向上加算（Ⅱ）、栄養マネジ

メント強化加算が関連する。 

 ・算定にあたっては、①LIFE への利用申請手続きと、②データ入力及びフィードバック機能の利用

が必要であり、あらかじめ「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を都道府県知事に
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届け出る必要がある。 

 

（４）リハビリテーション等の実施に関する基本的考え方、事務処理手順、様式例の提示 

 ・「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並び 

に事務処理手順及び様式例の提示について」が示された。 

 

（５）人員、設備及び運営に関する基準等の改定 

・１月 25 日に省令告示された「人員、設備及び運営に関する基準等」の改定により、すべての事業

所において、下記が義務付けられた。なお、②から⑤については、2024年３月 31日まで経過措置

が設けられている。 

① ハラスメント（セクハラ、パワハラ等）防止対策 

・職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等。 

② 感染症の発生及びまん延等に関する取り組みを徹底するために委員会の開催、指針の策定、研

修の実施、訓練（シミュレーション）の実施 

③ 災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築するた

め、事業継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施 

④ 利用者の人権の擁護・虐待の防止等 

   ・虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の

設置。 

⑤ 認知症介護基礎研修の受講（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護は対象）、福祉用

具貸与、居宅介護支援を除く） 

・介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じる。 

・書面の作成・保存について、書面に代えて電磁的記録でもよいとされた。書面で説明・同意等を求

めるものについては、事前に利用者又はその家族等の承諾を得た上で、電磁的方法による対応でも

よいとされた。 

・各種会議や多職種連携における ICT（テレビ電話等）の活用（利用者の居宅を訪問しての実施が求

められるものを除く）が認められた。なお、利用者等が参加して実施するものについては、利用者

等の同意を得る必要がある。 

 

Q&A                                            

【「医療系介護報酬 Q＆A」 第１章 第１節 より抜粋】 

 

Q９ ．ハラスメント対策について、どのような対策を行う必要があるのか。 

A９ ．ハラスメント対策については、次ページの対応が必要となる。なお、方針の例示については、保

団連ホームページ（https://hodanren.doc-net.or.jp/kaigo/）を参照のこと。 
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＜虐待防止＞ 

Q10．虐待防止の取り組みが必要とされたが、具体的にどのような取り組みが必要なのか。 

A 10．下記の取り組みが求められる。 

① 虐待防止検討委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底する 

② 虐待防止のための指針の整備 

③ 虐待防止のための研修を定期的（居宅系サービス事業所は年１ 回以上、施設系サービスは年２ 回

以上）実施 

④ ①～③実施のための担当者の配置 

 

Q11 ．居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が１ 名だけとい

うことがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的に行わなければな

らないのか。 

A 11 ．小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあることから、

積極的に外部機関等を活用されたい。例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっ

ては、法人内の複数事業所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の

協力を得て開催することが考えられる。 

また研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会との合同開

催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所による外部講師を活用した

合同開催等が考えられる。（令和３ 年３ 月 26日・厚労省 Q&A（Vol.３）問１ ） 

 

２．歯科関連の居宅サービスおよび施設サービスの個別項目の概要      

〈指定居宅サービス〉 ※医療機関が算定するもの 

（１）居宅療養管理指導費 

 ・単一建物居住者月１人及び月２～９人については引き上げられたが、月 10 人以上については引き

下げられた。 

 

 単一建物居住者の数 

１人 ２～９人 10 人以上 

歯科医師（月２回限度） 
509 単位→516 単位 

（＋７単位） 

485 単位→486 単位 

（＋１単位） 

444 単位→440 単位 

（－４単位） 

歯科衛生士（月４回限度） 
356 単位→361 単位 

（＋５単位） 

324 単位→325 単位 

（＋１単位） 

296 単位→294 単位 

（－２単位） 

 

・歯科医師が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向

け、地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報については、ケア

マネジャー等に提供するよう努めることとされた。 

 歯科疾患在宅療養管理料の様式を踏まえた新たな様式 別紙様式２  
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・新たな様式で情報提供を行った場合は、当該様式の写しを診療録に添付し保存することとされた。

なお、これまで活用してきた診療情報提供料（Ⅰ）の様式も継続して使用できる。 

・歯科衛生士が居宅療養管理指導を行う際には、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を

向け、地域社会における様々な支援につながる情報を把握し、また、関連する情報を指示を行った

歯科医師に提供するよう努めることとされた。 

 訪問歯科衛生指導料や歯科衛生実地指導料の記載内容を参考にした新たな様式 別紙様式３  

  

Q&A                                            

【「医療系介護報酬 Q＆A」 第１章 第１節より抜粋】 

 

Q２ ．短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、居宅療養管理指導及び介護

予防居宅療養管理指導が算定できないこととされたのか。 

A２ ．居宅サービス単位数表の通則の改定により、算定できないこととされた。 

 

＜新型コロナ特例評価（ 9 月 30日まで）の新設＞ 

Q４ ．同じ医院から、同一月に同一の利用者に、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士の

いずれか複数の職種による居宅療養管理指導を実施した場合の 0.1％の上乗せは、どうなるのか。 

A４ ．複数の職種の同一月の所定単位数を合算した単位数の 0.1％を加算する。ただし医師と歯科医師

は同一医療機関であっても、別の医療機関コード（ 3 桁番号）のみなし介護保険施設となるので、合

算せず別々に上乗せする。 

 

Q５ ．2021 年９ 月 30 日までの間、所定単位数に 0.1％上乗せすることになるが、利用者負担も上乗

せになるのか。 

A５ ．利用者負担も上乗せになる。 

 

＜居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示＞ 

Q６ ．居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。 

A６．指示を行うにあたっては、当該居宅療養管理指導に係る指示を行う医師又は歯科医師と同じ居宅

療養管理指導事業所に勤務する者に指示する場合や緊急等やむを得ない場合を除き、診療状況を示す

文書、処方箋等（メール、ＦＡＸ等でも可）（以下「文書等」という）に、「要訪問」「訪問指導を行う

こと」等、指示を行った旨がわかる内容及び指示期間（ ６ 月以内に限る）を記載すること。ただし、

指示期間については、１か月以内（薬剤師への指示の場合は処方日数（当該処方のうち最も長いもの）

又は１か月のうち長い方の期間以内）の指示を行う場合は記載不要であり、緊急等やむを得ない場合

は後日指示期間を文書等により示すこと。 なお、医師又は歯科医師の指示がない場合は算定できな

いことに留意すること。（令和 3 年 4 月 9 日厚労省 Q&A（Vol.5）問 3 ） 

 

＜医師・歯科医師等によるケアマネジャー等への情報提供＞ 

Q７．医師・歯科医師等によるケアマネジャー等への情報提供に何か変更はあったか。 

A７．「必要に応じて行うこと」として、「利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地域社会における
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様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する情報については、ケアマネジャー等に提供する

よう努める」ことが追加された。 

Q８ ．新たに以下の様式が示されたが、今後はこの様式を使うのか。 

ア 「都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（医師）」（別紙様式１ ） 

イ 「都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（歯科医師）」（別紙様式２ ） 

 （様式➡『医療系介護報酬改定のポイント』P49、50） 

A８ ．ア、イの様式を参考に情報提供することとされた。 
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〈指定施設サービス〉 ※施設が算定するもの 

（２）口腔衛生管理体制加算 
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・すべての基本サービス費が 15～22 単位引き上げられたが、運営基準に口腔衛生管理体制や計画的

な栄養管理などが新たに追加された。 

・そのため、施設系サービス事業（介護療養型医療施設（一部を除く）、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護医療院）は、口腔衛生管理体制加算

が運営基準に組み込まれ、別途算定できなくなった。また、歯科医師または歯科衛生士が口腔ケア

に係る技術的助言及び指導を介護職員等に行う体制を整備する必要があるが、2024年３月 31日ま

では努力義務とされた。 

 ・介護予防での居住系サービス事業（特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

認知症対応型共同生活介護）では、これまで通り、口腔衛生管理体制加算を算定できる。 

 

項目 単位数 対象施設（★は介護予防） 

口腔衛生管理体制加算 30 単位／月 

【施設系サービス】介護療養型医療施設（一部を除く）、介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、介護医療

院 ⇒ 要件緩和の上、基本サービス費に統合 

【居住系サービス】特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者

生活介護★、認知症対応型共同生活介護★ 

 

（３）口腔衛生管理加算 

・口腔衛生管理加算に、上位区分として口腔衛生管理加算（Ⅱ）（110単位／月）が新設された（従来

の加算は口腔衛生管理加算（Ⅰ）に名称変更）。加算（Ⅱ）は、加算（Ⅰ）の要件に加えて、LIFE 

へのデータ提出と活用が要件とされた。 

・加算（Ⅱ）の算定にあたっては、①LIFE への利用申請手続と、②データ入力及びフィードバック

機能の利用が必要であり、あらかじめ「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を都道

府県知事に届け出る必要がある。 

 

項目 単位数 対象施設（★は介護予防） 

口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

（以前の口腔衛生管理加算と同様） 
90 単位／月 【施設系サービス】介護療養型医療施設（一部を除く）、介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福

祉施設入居者生活介護、介護医療院  
口腔衛生管理加算（Ⅱ） 

（新設） 
110 単位／月 

 

Q&A                                            

【「医療系介護報酬 Q＆A」 第４章 第１節 より抜粋】 

 

＜口腔衛生管理加算＞ 

Q17．口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施計画」

はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。 

A 17．貴見のとおり。（令和３ 年３ 月 26日・厚労省 Q&A（Vol. ３）問 95） 
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Q19．歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２回以上実施されている場合に算定できることとされて

いるが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月２回に満たない場合であっても

算定できるのか。 

A19．月途中からの入所であっても、月２回以上口腔衛生等の管理が実施されていない場合には算定で

きない。（令和３ 年３ 月 26日・厚労省 Q&A（Vol. ３）問 97） 

 

Q20．口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月２ 回以上実施されている場合に算

定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は２回分の実施とするのか。 

A20．同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は、１ 回分の実施となる。 

（令和３ 年３ 月 26日・厚労省 Q&A（Vol. ３）問 98） 

 

（４）口腔機能向上加算 

・口腔機能向上加算に、上位区分として口腔機能向上加算（Ⅱ）（160単位／回）が新設された（従来

の加算は口腔機能向上加算（Ⅰ）に名称変更）。加算（Ⅱ）は、加算（Ⅰ）の要件に加えて、LIFE

へのデータ提出と活用が要件とされた。 

・加算（Ⅱ）の算定にあたっては、①LIFE への利用申請手続きと、②データ入力及びフィードバッ

ク機能の利用が必要であり、あらかじめ「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を都

道府県知事に届け出る必要がある。 

 

項目 単位数 対象施設（★は介護予防） 

口腔機能向上加算（Ⅰ） 

（以前の口腔機能向上加算と同様） 

150 単位／回 

３月内・月２回 

【通所系・居住系・多機能型サービス】通所介護、地域密着

型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所

リハビリテーション★、小規模多機能型居住介護★、介護小

規模多機能型居宅介護（今次改定から）、特定施設入居者生

活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応

型共同生活介護★ 

口腔機能向上加算（Ⅱ） 

（新設） 

160 単位／回 

３月内・月２回 

 

（５）口腔・栄養スクリーニング加算 

・栄養スクリーニング加算（５単位／回）が再編され、口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）、（Ⅱ）

とされた。 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）（20 単位／回）は、利用開始時及び利用中６カ月ごとに利用

者の口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行い、当該情報を介護支援専門員に提供している

ことが要件であり、栄養アセスメント加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算を算定する月は算定

できない。 

・口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）（５単位／回）は、口腔の健康状態と栄養状態のいずれかの確

認を行い、当該情報を介護支援専門員に提供している場合に算定する。「栄養アセスメント加算・栄

養改善加算を算定し、口腔機能向上加算を算定していない月」又は「口腔機能向上加算を算定し、
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栄養アセスメント加算・栄養改善加算を算定していない月」のいずれかの場合に算定する。 

・口腔・栄養スクリーニングの結果、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスの提供が必要だと

判断された場合は、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を併算定できる。 

 

項目 単位数 対象施設（★は介護予防） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

（新設） 
20 単位／回 

【通所系・居住系・多機能型サービス】通所介護、地域密着

型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所

リハビリテーション★、小規模多機能型居住介護★、介護小

規模多機能型居宅介護（今次改定から）、特定施設入居者生

活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応

型共同生活介護★ 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

（新設） 
5 単位／回 

 

（６）栄養マネジメント強化加算 

・栄養マネジメント加算と低栄養リスク改善加算が廃止され、原則として入所者全員を算定対象とす

る栄養マネジメント強化加算（11単位／日）に再編された。栄養管理未実施減算を算定している場

合は、算定できない。主な要件は以下の通り。 

ア 常勤の管理栄養士を常勤換算で入所者 50人に１人以上（もしくは常勤栄養士１人と入所者 70

人に対し常勤換算で管理栄養士を 1人以上）配置している。 

イ 医師、歯科医師等が共同して栄養ケア計画を作成し、食事の観察や調整を行っている。 

ウ 入所者ごとの栄養状態等の情報を LIFE（科学的介護情報システム）にデータ提出し活用して

いる。算定にあたっては、① LIFE への利用申請手続と、②データ入力及びフィードバック機

能の利用が必要であり、あらかじめ「体制等に関する届出書」及び「体制等状況一覧表」を都

道府県知事に届け出る必要がある。 

項目 単位数 対象施設（★は介護予防） 

栄養マネジメント加算 

低栄養リスク改善加算 

↓ 

栄養マネジメント強化加算 

（新設） 

14 単位／日 

300 単位／月 

↓ 

11 単位／日 

 

【施設系サービス】介護療養型医療施設（一部を除く）、介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福

祉施設入居者生活介護、介護医療院  

 

（７）経口移行加算 

・経口移行加算については、栄養管理未実施減算に該当していないことが要件に追加された。単位数

に変更はない。 

項目 単位数 対象施設（★は介護予防） 

経口移行加算 28 単位／日 

【施設系サービス】介護療養型医療施設（一部を除く）、介

護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福

祉施設入居者生活介護、介護医療院  

 


